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介護サービス事業所における介護報酬返還について 

市が指定する地域密着型介護サービス事業所の実地指導を行った結果、２事業所におい

て「加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」

（以下「条例」という。）で定める人員基準を満たしていなかったことが判明したため、介

護報酬の返還を求めます。 

地域密着型通所介護事業所（定員 18 人以下の小規模なデイサービス） 

１ 指導内容＜条例第 59条の３第２号＞ 

営業日ごとに１人配置するべき看護師を配置していなかった。 

人員基準欠如による介護報酬の減算（70/100）を行わずに請求し、受領している。 

２ 返還金額（概算） 

  令和元年９月～令和３年２月サービス提供分 

   介護報酬分  約 1,440 万円 

利用者負担分  約 160 万円 

小規模多機能型居宅介護事業所（必要に応じて訪問、通い、宿泊のサービスを提供） 

１ 指導内容＜条例第 82条第 11 項＞ 

  介護支援専門員が必要な研修を修了していなかった。 

人員基準欠如による介護報酬の減算（70/100）を行わずに請求し、受領している。 

２ 返還金額（概算） 

令和元年 12 月～令和３年９月サービス提供分 

   介護報酬分  約 2,620 万円 

利用者負担分  約 340 万円 

介護報酬の返還方法について 

事業所は、介護報酬分を兵庫県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）へ自

主返還し、国保連は市へ請求する介護給付費から返還分を減額します。 

利用者負担分は、事業所から利用者に返還されます。 


